
　毎週水曜日は午後 7時まで、窓
口を延長して開いています。税務課
では、町税などの納税相談を行って
いる他、直接税金を納付することも
できます。なお、所得証明や資産証
明などの各種証明書も発行していま
す。※ 14㌻下部に関連

　納入された情報を税務課で確認できるまでに数日を要するため、納付後
に督促状が届く場合があります。
　なお、督促状は納期限を過ぎた後、20日以内に発送します。納期限後
に納入された場合は、お手数ですが領収証書など納付の確認ができるもの
を税務課にご提示をお願いします。

　税務課にご連絡のない場合、一番近い納期限のものが未納扱いとなる
ため、督促状を発送します。直近の納期分に充当できる場合もあります
ので、必ずご連絡をお願いします。

　納期限が過ぎた納付書では、コンビニエンスストアで納め
ることができません。この場合は納付書の裏面に記載してい
る金融機関または役場税務課窓口で納付をお願いします。
　スマートフォンを使った決済もできますので、詳細は町ホームページ
を（QR) ご覧ください。

　就職して保険を切り替えた際、誤っ
て二重払いされる場合がありますが、
還付しますのでご安心ください。
　国民健康保険から社会保険に変更す
る際、役場町民環境課で本人による手
続きが必要です。手続きがない場合、
町では変更が確認できず国民健康保険
の資格が継続されます。
　この手続きには国民健康保険と社会
保険の各保険証が必要となりますの
で、ご持参ください。

※「確定申告」や「住民税の申告」が必要な方が申
告をしない場合、所得証明が発行できないほか、国
民健康保険税の軽減や各種の減免、給付金が受けら
れないなどの不利益がある場合があります。申告が
必要な方は期間内に正しく申告をしましょう。

　2月 16日㈭から 3月 15日㈬まで、役場 4階大
会議室で確定申告書作成会場を開設します。
　なお、行政区ごとの開設日は、広報やはば 1月
号の 6～ 9ページをご覧ください。

平日の日中は相談に行く
時間がないんだけど…

国民健康保険税と社会保険料
二重払いした場合は？
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税務課へご連絡ください

期限が過ぎた納付書は窓口へ
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町税滞納処分（差押え）
実施状況

（令和4年４月～12月）

動 産　 0 件

合　　計　 　32 件

給 料 な ど　10 件

預 金　22 件

地方税法の規定により、納期限後 20 日
以内に督促状を送付します。

自主納付を促すため、主に文書で催告を
行います。（催告の有無に関わらず、差
押えを行う場合もあります）

地方税法・国税徴収法の規定により、金
融機関、勤務先、取引先などに対し、質
問・検査の実施、居宅の捜索を行います。

地方税法・国税徴収法の規定により、財
産の差押えを行います。

差押えした財産を公売（売却）、差押え
した債権を現金化します。

滞納処分は滞納している税がなくなるま
で行います。　

　滞納処分とは、国税徴収法に基づき、
滞納者の不動産（土地・建物）、給与、
預貯金などの債権、動産（自動車・電化
製品・骨董品など）を差押え、強制徴収
することです。納期限内に納付した人と
期限を経過し納税催告を行っても納付し
ない人（滞納者）との納税の公平性を保
つため、滞納者に対して、町が強制的に
町税を徴収するための手続きをいいま
す。 岩手県地方税特別

滞納整理機構とは？
　市町村の納税催告に応じない
滞納者や高額滞納者などについ
て、滞納処分を前提として各市
町村から機構に事務が移管され
ます。事務局は岩手県庁内です。
機構では、市町村と連携し法律
に基づいて、財産調査や捜索、
差押え、公売処分などを行いま
す。機構と市町村が共同で税収
を確保します。
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納税の公平性を保つために
滞納処分を実施しています

町税などの滞納整理の流れ町税などの滞納整理の流れ
町税などを納期限までに納付しない場合、おおむね次の手順で滞納整理を行います。
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　税金のことで、期限までに必要
な届け出などをしなかったこと
で、金銭的な負担や、役場に行っ
たり連絡したりする手間が増えて
しまうことが少なくありません。
　ここでは、税についてのよくあ
る質問やポイントをQ&Aにして
掲載しています。ご覧の上、ご自
身が税金を納める際などにお役立
てください。

税金のこと
もっと学びませんか？
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